
～府中市老朽危険空き家解体促進事業補助金 手続きの流れ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業  者 

(解体工事事業者等) 

市  民 

(補助金申請者) 

府 中 市 

(都市デザイン課) 

①事前調査申請 

(別記様式第１号) 
審査・現地調査 

≪認定の場合≫ 

③交付申請 

(別記様式第３号) 

●解体の計画に

変更がある場合 

●交付変更申請 

(別記様式第１０号) 
審  査 

●変更決定通知 

(別記様式第１１号) 

≪変更承認後≫ 

業者と変更契約 

≪解体完了後≫ 

⑤事業実績報告書 

(別記様式第１３号) 

⑥金額確定通知書 

(別記様式第１４号) ≪確定通知後≫ 

⑦補助金交付請求書

(別記様式第１５号) 

受理・事務処理 

⑧補助金の支払 ⑨補助金受領 

審  査 

解体工事完了 

②判定結果通知 

(別記様式第２号) 

④交付決定通知 

(別記様式第８号) 

≪交付決定後≫ 

解体施工業者と契約 

解体工事開始 

見 積 書 

契約、工事開始はま

だしないで下さい。 

審  査 

●解体の計画に

変更がない場合 

申請 

通知 

申請 

見積 

通知 

申請 

支払い 

請求 

通知 

通知 

交付 

報告,請求 

工事費受領 

注意 
少しでも見積り金額から変更になると変更申請が必要に

なります。（見積書、契約書、領収書の金額の整合） 

注意 



 


